
監査結果（包括外部監査）に係る措置通知書 

市民局 （平成 26 年度） 

監 査 結 果 

（指 摘 事 項） 
改 善 措 置 

Ⅲ．市民局における歳入 

４．(6)仙台市青年文化センター（日立シ

ステムズホール仙台） 

【指摘 15】（附帯設備の使用実態にあわせ

た規則の見直しについて） 

規則上、貸出を行う附帯設備として記載

されているが、青年文化センターにおいて

HP や「使用のご案内」に掲載されていな

いものは表Ⅲ-4-(6)-2のとおりである。 

表Ⅲ-4-(6)-2 

 これらの現物は全て青年文化センター

に保管されているが、故障、破損、陳腐化

（高熱になりフィルム破損の恐れ、アプリ

ケーションなし等）、部品なし等により、

故障していなくても使用不可なものであ

る。このような事が発生したのは、規則が

現実についていけていないことが原因で

ある。規則の見直し等の対応が必要であ

る。 

平成 27 年 4 月 1 日付けで仙台市青年文

化センター条例施行規則を改正し、表Ⅲ

-4-(6)-2の附帯設備の削除を行い、規則と

使用実態との整合を図った。 

また、規則、備品台帳、広報資料、附帯設

備現物とが整合するよう定期的な確認を行

うこととした。 
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【指摘 16】（貸出品から除外されている附

帯設備について） 

規則において貸出が予定されている「実

物投影機」（1時間当たり使用料 50円）は、

市の所有する附帯設備であり現物が青年

文化センターに保管されているにもかか

わらず、市の貸出品の一覧表である「青年

文化センター備品台帳（以下この項で「備

品台帳」という。）」に記載されていない。 

これらの附帯設備は機能的に陳腐化し、

今後貸出が見込まれないものであっても

所有権は市にあるのであって、貸出の状態

は継続されているのであるから、市は備品

台帳から削除することなく、貸出状態が解

消されない限り備品台帳に計上しておく

べきである。 

実物投影機は、青年文化センターから市

へ返還し貸付を取りやめた上、平成 27年 4

月 1日付けで仙台市青年文化センター条例

施行規則を改正し、同規則に規定の附帯設

備から実物投影機の削除を行い、規則と備

品台帳との整合を図った。 

また、規則、備品台帳、附帯設備現物とが

整合するよう定期的な確認を行うこととし

た。 



監査結果（包括外部監査）に係る措置通知書 

市民局 （平成 26 年度） 

監 査 結 果 

（指 摘 事 項） 
改 善 措 置 

Ⅲ．市民局における歳入 

４．(6)仙台市青年文化センター（日立シス

テムズホール仙台） 

【指摘 18】（使用料を滞納している場合の

納付指導について） 

平成 25 年度末の青年文化センターの使

用料で収入未済となっているものは表Ⅲ

-4-(6)-3のとおりである。 

表Ⅲ-4-(6)-3 

 青年文化センターの使用料は、条例、規

則において規定されている。支払の時期、

方法、口座振替による場合の概要は４.監

査の結果(1)仙台市民会館【指摘 4】（使用

料を滞納している場合の納付指導につい

て）に記載の内容とほぼ同様である。なお、

収入未済となっている使用料は、いずれも

口座振替による場合であり、引落日に引落

が出来なかった（滞納の発生）ものである。 

滞納が発生した場合の「振替不能のお知

らせと納入のお願い」の発送、指定管理者

による窓口での納付指導の状況は４.監査

の結果(1)仙台市民会館【指摘 4】（使用料

を滞納している場合の納付指導について）

に記載の内容とほぼ同様である。これに加

え、青年文化センターの担当課では、以下

の手続きを実施している。 

① 滞納者に対しては、随時文書を郵送

することにより納付を促しており、発

送記録の保管もしている。 

② 滞納者に対しては、個別に電話によ

り納付指導を行っている。なお、指導

の記録が一定の様式により残されて 

滞納者に対し納付指導を行い、平成 25

年度末に収入未済となった 27,300 円につ

いては、平成 26年 12月に納付された。 

 また、確実な使用料の徴収を行うため、

文書や電話での納付指導のほか、滞納者と

連絡がつかない場合は、直接自宅を訪問

し、納付指導を行うとともに、それでも納

付されない場合、平成 27 年 9 月から、市

民利用施設予約システムの利用停止を行

うこととした。 



 

 

おり、担当が変わった場合の引継も行わ

れている。 

収入未済 27,300 円について、引き続

き解消に向けた努力が必要である。 

 

 

 


